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商 工 会 手 数 料 規 程 

 

平成１６年４月１日 制定 

 

  （目 的） 

  第１条  この規程は、河辺雄和商工会（以下「本会」という。）定款第５９条

第１項及び運営規約第２６条の規程に基づき、本会が事務の代行等行う場

合、本規程により適正な手数料の基準を定め、本会の円滑な運営を図ること

を目的とする。 

 

  （範 囲） 

  第２条 この規程に定める手数料徴収の範囲は、別表１によるものとする。 

 

  （契約及び申込み） 

  第３条 本会が行う事務代行等は、その代行等の種類によって、契約または随

時申込によっておこなう。 

 

  （手数料） 

  第４条 この規程による手数料は、別表２に定める額とする。 

 

  （納付の時期） 

  第５条 手数料の納付は、契約によるものは約定により、その他のものは、事

務等の完了に納付するものとする。 

 

附 則 

この規程の一部改正（手数料）は平成１７年４月１日から施行する。 

この規程の一部改正（手数料）は平成１９年４月１日から施行する。 

この規程の一部改正（手数料）は平成２１年４月１日から施行する。 

この規程の一部改正（手数料）は平成２４年１２月１８日から施行する。 

この規程の一部改正（手数料）は平成２６年４月１日から施行する。 

この規程の一部改正（手数料）は平成２８年３月２４日から施行する。 

この規程の一部改正（手数料）は平成２９年４月２６日から施行する。 

この規程の一部改正は令和４年８月２６日から施行する。 

この規程の一部改正は令和５年４月１日から施行する。 
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（別表１）事務代行等の範囲 

 

区    分 範          囲 

１．記帳機械化（自計）  商工会クラウドＭＡ１による自計利用 

２．記帳機械化（入力代行）  商工会クラウドＭＡ１による入力代行 

３．決算事務代行  決算事務の代行 

４．消費税事務代行  消費税事務代行 

５．金融斡旋事務代行 

 国・県・市の諸融資制度及び一般市中金融機関への 

 金融斡旋事務 

 但し、次の融資制度については手数料を徴収しない。 

 ①小規模事業者経営改善資金貸付制度  

６．労働保険事務代行 
 労働保険事務の代行 

 保険料の徴収と納付 

７．諸印刷事務代行 
 電子コピー等の機器使用 

 文書起案作成等 

８．事業所プロモーション支援手数料  事業所の広告宣伝活動の支援 

９．その他の事務代行  委託団体等の事務全般 
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（別表２）税抜き表示 

 

１．商工会クラウドＭＡ１自計手数料 

①商工会クラウドＭＡ１利用料 

年額 ３８，５００円 

②商工会クラウドＭＡ１（自計）決算指導手数料 

前年度売上高 
商工会クラウドＭＡ１ 

決算指導手数料 

  ５００万円以下  ４，５００円 

１，０００万円以下  ５，５００円 

３，０００万円以下  ７，０００円 

５，０００万円以下  ８，０００円 

５，０００万円超 １０，０００円 

    ただし、創業者の場合は、年間（１２ヵ月分）売上高が確定するまで 

   年間売上見込額とする。 

 

２．商工会クラウドＭＡ１入力代行手数料 

商工会クラウドＭＡ１利用料 年 額  ３８，５００円 

前年度売上高 月次処理料（月 

額） 

決算処理料 

５００万円以下  ２，５００円 

月次処理の１ヶ月分 

（法人は２ｹ月分） 

１，０００万円以下  ３，０００円 

３，０００万円以下  ４，５００円 

５，０００万円以下  ５，５００円 

５，０００万円超 ７，５００円 

   ただし、創業者の場合は、年間（１２ヵ月分）売上高が確定するまで 

  年間売上見込額とする。 

 

 

 商工会クラウドＭＡ１利用料の規定改正は、令和 5年 4月 1日から施行する。 

 但し、利用者負担の激変緩和を図るため、令和 4 年度中に商工会クラウドＭ

Ａ１を利用開始し、翌年度も継続して利用することを条件として、令和 5 年度

の商工会クラウドＭＡ１利用料の額は 33,500円（税抜き）とする。 
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３．決算事務代行手数料（※１） 

売 上 高 決算指導手数料 

１，０００万円以下 ３０，０００円 

５，０００万円以下 ５０，０００円 

５，０００万円超 ７０，０００円 

 

軽微な決算指導料（※２） １０，０００円 

※１：「決算事務代行手数料」の賦課対象は、領収書等原始記録からの科目集計が

行われていることを前提に、家事按分を含む決算整理からの支援を必要とす

る場合をいう。 

領収証等原始記録からの科目集計が行われていない事業所（科目未集計事業

所）への決算指導に関する手数料は「記帳入力代行手数料」を賦課する。 

※２：「軽微な決算指導」とは、減価償却を除く決算整理までの科目集計を行って

いる事業所（科目集計済事業所）、又は決算書作成を伴わない所得税申告のみ

の場合をいう。 

 

 

４．消費税事務代行手数料 

消費税事務代行手数料一件   １５，０００円（簡易課税） 

消費税事務代行手数料一件   ２５，０００円（本則課税） 

 

 

５．金融斡旋事務代行手数料 

区     分 摘要及び金額 

会     員 徴収しない 

非  会  員 

貸付決定額の 1,000分の３ 

（消費税相当額を加算した金額とし、上限を

50,000円とする。） 

ただし、会員加入の申込みがあった場合は、この

規定を適用しない。 
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６．労働保険事務代行手数料 

区  分 摘                要 

年間委託手数料 

概算保険料の１０％に消費税を賦課した額 

但し、算出金額が 20,000円未満の場合は 20,000円とし、 

50,000円以上の場合は 50,000円 
 届出事務手数料 

 ※離職票・その他各種申請書類を作成したときは、1件につき 1,000円を徴

収する。 

 

 

７．諸印刷事務代行手数料 

（１）電子コピー機の機器使用手数料 

用  紙 Ａ３版 Ｂ４版 Ａ４版 Ｂ５版 

白黒金額 ２５円 ２０円 １５円 １０円 

カラー金額 ５０円 ４０円 ３０円 ２５円 

   但し、コピー用紙持参の場合Ａ３版５円・Ｂ４版４円・Ａ４版３円・ 

Ｂ５版２円をそれぞれ減額する。 

 

（２）印刷機の機器使用手数料 

 枚 数 金  額 

プリポートマスター １ 枚 １０５円 

印    刷 １ 枚     ５円 

 

（３）文書起案作成等事務手数料 

 種   類 金   額 

原 稿 作 成 
１枚新規 １，０００円 

校  正     ５００円 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

８．事業所プロモーション支援手数料 

（１）チラシ同封サービス手数料 

 会員 非会員 

Ｂ５・Ａ４ 2,000円 3,500円 

Ｂ４・Ａ３ 3,000円 5,500円 

 

（２）会報・ホームページへの広告掲載手数料 

 会員 非会員 

会報への広告掲載 

（基本サイズ：縦 4.5㎝×横 9㎝） 
5,000円／1回 10,000円／1回 

ホームページへの 

バナー広告掲載 
6,000円／年間 20,000円／年間 

 

 

９．その他の事務代行手数料 

（１） 委託団体等の事務全般手数料は、委託団体と商工会長の協議のうえ、手

数料の額を定める。 

 


